
（
酒
類
の
表
示
の
保
護
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
）

（
米
国
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
代
表
は
、
バ
ー
ボ
ン
ウ
イ
ス
キ
ー
、
テ
ネ
シ
ー
ウ
イ
ス
キ
ー
、
山
梨
ワ
イ
ン
、
壱
岐

焼
酎
、
球
磨
焼
酎
、
薩
摩
焼
酎
、
琉
球
泡
盛
、
白
山
清
酒
及
び
日
本
酒
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
日
本
国
政
府
と
の

間
で
到
達
し
た
次
の
了
解
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１

日
本
国
は
、
バ
ー
ボ
ン
ウ
イ
ス
キ
ー
又
は
テ
ネ
シ
ー
ウ
イ
ス
キ
ー
と
し
て
製
造
さ
れ
た
製
品
が
、
そ
れ
ら
の
製
品
の
製
造

を
規
律
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
令
に
従
っ
て
同
国
に
お
い
て
製
造
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
日
本
国
の
関
係
法
令
に

従
い
、
同
国
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
製
品
の
バ
ー
ボ
ン
ウ
イ
ス
キ
ー
又
は
テ
ネ
シ
ー
ウ
イ
ス
キ
ー
と
し
て
の
販
売
を
禁
止
す
る

こ
と
を
検
討
す
る
手
続
を
開
始
す
る
。

２

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
山
梨
ワ
イ
ン
、
壱
岐
焼
酎
、
球
磨
焼
酎
、
薩
摩
焼
酎
、
琉
球
泡
盛
、
白
山
清
酒
又
は
日
本
酒
と
し

て
製
造
さ
れ
た
製
品
が
、
そ
れ
ら
の
製
品
の
製
造
を
規
律
す
る
日
本
国
の
法
令
に
従
っ
て
同
国
に
お
い
て
製
造
さ
れ
て
い
な
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い
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
関
係
法
令
に
従
い
、
同
国
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
製
品
の
山
梨
ワ
イ
ン
、
壱
岐
焼
酎
、
球

磨
焼
酎
、
薩
摩
焼
酎
、
琉
球
泡
盛
、
白
山
清
酒
又
は
日
本
酒
と
し
て
の
販
売
を
禁
止
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
手
続
を
開
始
す

る
。

３

各
政
府
は
、
そ
の
他
の
ぶ
ど
う
等
か
ら
製
造
し
た
醸
造
酒
又
は
蒸
留
酒
に
つ
い
て
１
及
び
２
に
規
定
す
る
手
続
を
開
始
す

る
た
め
の
他
方
の
政
府
の
将
来
の
要
請
に
対
し
、
慎
重
な
考
慮
を
払
う
。

４

各
政
府
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
１
か
ら
３
ま
で
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
約
束
を
履
行
す
る
。

５

こ
の
書
簡
の
い
か
な
る
規
定
も
、
商
標
又
は
地
理
的
表
示
に
関
す
る
権
利
を
創
設
し
、
又
は
付
与
す
る
も
の
と
解
し
て
は

な
ら
な
い
。

６

こ
の
了
解
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
日
本
国
が
開
始
す
る
手
続
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

７

各
政
府
は
、
他
方
の
政
府
に
対
し
、
１
及
び
２
に
規
定
す
る
手
続
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
定
期
的
に
通
報
す
る
。

本
代
表
は
、
こ
の
書
簡
及
び
貴
国
政
府
が
こ
の
了
解
を
共
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
閣
下
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構

成
し
、
そ
の
合
意
が
閣
下
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。
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二
千
十
六
年
二
月
四
日

大
使

マ
イ
ケ
ル
・
Ｂ
・
Ｇ
・
フ
ロ
マ
ン

日
本
国
内
閣
府
副
大
臣

髙
鳥
修
一
閣
下
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（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
官
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
確
認
い
た
し
ま
す
。

（
米
国
側
書
簡
）

本
官
は
、
日
本
国
政
府
が
こ
の
了
解
を
共
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡
が
両
政
府
間

の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
本
日
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

二
千
十
六
年
二
月
四
日
に
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で

日
本
国
内
閣
府
副
大
臣

髙
鳥
修
一

合
衆
国
通
商
代
表

マ
イ
ケ
ル
・
Ｂ
・
Ｇ
・
フ
ロ
マ
ン
閣
下


